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西 邦彦
昭和52年 採用
平成23年 玉名公共職業安定所 次長
平成23年 熊本労働局職業安定部求職者支援室長
平成26年 阿蘇公共職業安定所長
平成28年 熊本労働局 職業安定部 職業対策課長
平成29年 現職

都道府県労働局を選んだ理由

実業高校で電気科を専攻しましたが、学ぶうちに思い描いた将来像と現実の乖離を感じ
ました。大学進学から就職へ方針転換し、これをきっかけとして公共性の高い仕事への関
心が高まり、「働く」ことに携われる仕事をしたい思いで職業安定行政を選びました。

現在の業務内容について

職業紹介業務の中核となる、求人・求職マッチング、正社員転換・待遇改善、人手不足
分野の人材確保対策、地方自治体と一体となった雇用対策の推進等のほか、雇用保険に関
する適用業務及び給付業務を担当しています。私はそうした業務の総括として業務の進捗
管理やマネージメントに努めています。
今回は平成28年4月14日に発生した「熊本地震」への対応についてご紹介します。
前震の翌日15日には「熊本労働局震災対策本部」が設置されました。その矢先、16日

に本震が発生し被害が甚大なことから、20日に「厚生労働省現地本部」が局内に設置さ
れ震災対応が本格稼働しました。休日も県下ハローワークを開庁し、また、主な避難所に
は出向いて相談を行うほか、電話や窓口による相談、雇用保険失業給付や雇用調整助成金
特例措置の周知説明、被災した企業の解雇防止に伴う企業へのアプローチ等、被災した職
員も含め県下労働行政職員全員体制で対応しました。そうした中、厚生労働省において、
全国の労働局に応援派遣の要請が行われ、4月25日には第一陣が入り、10月末まで幹部を
含む厚生労働省職員や全国の労働局から、東日本大震災を経験した者や助成金業務、雇用
保険業務に精通した者など述べ約300名の応援派遣を受け入れました。職業安定行政の全
国ネットワーク機能が十分に発揮され、多くの被災企業と労働者を支援することができま
した。あらためて「労働行政一家」という言葉を胸に刻みました。

受験者へのメッセージ

職業安定行政のもっとも重要な業務は、求人者と求職者のマッチングです。
そのためには利用者目線に立ち、何が求められているかを見極め、そのニーズに応じた

サービスを提供することが重要になります。用意されたサービスを提供するだけでは「公
務員の仕事」という評価しか残りません。私は入省以来「柔軟な発想と工夫」に心がけて
きました。「やらされている感」の中で仕事をしても、やりがい、充実感、満足感を得る
ことはできません。私たちの職場は、柔軟な発想と創造力を活かせる職場です。

舟橋 浩文
昭和55年 採用
平成23年 茨城労働局 職業安定部 職業安定課長補佐
平成24年 古河公共職業安定所長
平成25年 常陸鹿嶋公共職業安定所長
平成28年 茨城労働局 職業安定部 職業対策課長
平成29年 現職

都道府県労働局を選んだ理由

私は、民間企業での勤務経験があり、その就職活動でお世話になったのが、地元の公共
職業安定所でした。
担当された職員の方が、職業についての知識も自己理解もできていない私に、職業の選

び方から面接の受け方まで、とても親身になって、きめ細かく丁寧に教えてくださったこ
とが、今でもはっきりと思い出されます。
私にとって、利用者側として初めて足を踏み入れた官庁が労働行政であり、公務員の仕

事の一部分を体感した機会でありましたので、非常に印象深く、その時から、公務や労働
行政について強い興味を持ち、社会の役に立ちたいと現在に至っています。

現在の業務内容について

総務課は、労働局内各部・課・室・労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
の総合調整を図るほか、職員の採用や人事・会計・給与・共済組合等に関する事務、情報
公開に係る事務などを担当しています。
この中で、私の主な業務は、労働局内全体の人事・職員管理及び総務課業務の進行管理

となっていますが、特に今年度は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進と健康保持の
ため、事務の簡素化や業務の効率化にも積極的に取り組んでおります。
特に、採用後間もない職員の皆さんの状況について、生き生きと働いている姿を確認し、

非常に嬉しく職員管理にやりがいを感じています。

受験者へのメッセージ

労働行政は、国家公務員でありながら、地域に根差したとても身近な行政サービス機関
です。業務繁忙期や、対応が困難な場面もありますが、経験を積んだ上司や同僚と協力し
ながら、皆が丁寧かつ正確で迅速な事務処理を心がけています。
また、お客様に笑顔でお礼を言っていただくこともあり、対応に満足してお帰りいただ

いたと、充実感や達成感など仕事の成果を肌で感じることができる職場です。
地域振興、働き方改革の実現に向けて、皆さんの力を労働行政で活かしてみませんか。
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（１）職業安定行政 – その１

雇⽤保険/求職者支援
▶ 失業認定、失業等給付の⽀給、不正受
給に対する返還・納付命令等の処分

▶ 職業訓練受講給付⾦の⽀給等の求職者
⽀援制度に関する事務

職業紹介
▶ 職業相談・職業紹介
▶ 求⼈開拓
▶ ハロートレーニングの受講あっせん

雇⽤対策
▶ 障害者の雇⽤率達成指導
▶ 雇⽤維持に係る⽀援・指導
▶ 求職者に対する住宅・⽣活⽀援 等

失業認定に当たっては、再
就職の意思が疑わしい求職者
について、保険者である国が
直接職業紹介を実施し、真意
を厳格に確認することが不可
⽋です。

フリーター等の若者、障害者、⺟子家
庭の⺟、⽣活保護受給者、高齢者等の就
職の実現には、企業への指導・⽀援と⼀
体となった職業紹介や、関係機関と連携
した「チーム⽀援」等が効果的です。
また、求職者に対しては雇⽤安定策の

みならず、⽣活⽀援等も重要となります。

就職を希望する全ての人を支援するため、職業紹介、雇用保険/求職者支援、雇用対策の３つを一体的に実施することが重要です。

これらの業務は、都道府県労働局の職業安定部とハローワークが行っています。

【 雇⽤保険に関する業務 】
① 失業者、在職者に対する業務

失業者に対しては、雇⽤保険の受給資格決定や失業認定、失業等給付の⽀給などの
業務を⾏います。
また、働く⼈の主体的な能⼒開発の取り組みを⽀援し、雇⽤の安定と再就職の促進

を図ることを目的とする教育訓練給付の⽀給決定などの業務を⾏います。

② 事業主に対する業務
事業主に対しては、雇⽤保険の適⽤や雇⽤保険被保険者の資格取得、喪失の手続を

⾏います。

「ハローワーク」という名称
は、公共職業安定所が、地域に
いっそう親しまれる機関となる
ことを目指して、全国から愛称
を募集・選定し、平成２年から
全国の公共職業安定所で使⽤し
ています。
この愛称の「ハロー」という

あいさつの⾔葉には、「出会
い」を大切にする職業安定⾏政
の精神が込められています。

ハローワークの由来

雇⽤保険制度は、①労働者が失業した場合、労働者について雇
⽤の継続が困難となる事由が⽣じた場合や、労働者が自ら職業に
関する教育訓練を受けた場合に、⽣活・雇⽤の安定と就職の促進
のために失業等給付を⾏うとともに、②失業の予防、雇⽤状態の
是正及び雇⽤機会の増大、労働者の能⼒の開発及び向上その他労
働者の福祉の増進を図るための⼆事業（雇⽤安定事業・能⼒開発
事業）を⾏う、雇⽤に関する総合的機能を有する制度です。

雇用保険制度
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業務内容の詳細Ⅲ

→ 次ページ
参照



【 職業紹介に関する業務 】
① 求職者に対する相談、援助等

求職者に対しては、職業相談を通して、希望条件や能⼒と適性等を把握し、求⼈情報の提供、職業紹
介、職業訓練の受講あっせんなどを⾏っています。また、必要な場合は、キャリアコンサルティングや
面接のトレーニングなどを⾏い、求職者の再就職の実現を図っています。

② 求人者に対する相談、援助等
求⼈者に対しては、求職者情報の提供や求⼈条件に関する指導だけでなく、雇⽤促進のための各種助

成⾦に関する業務を⾏っています。また、職員が自ら企業を訪問し、求⼈の掘り起こしを⾏っています。
この他、高齢者や障害者、新規学卒者などを対象とした合同就職面接会の開催などのマッチング業務を
実施しています。

（１）職業安定行政 – その２
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このほか、子育て中の⼈、学校
卒業予定者等や非正規雇⽤の若者、
障害のある⼈などへの就職⽀援を
⾏うため、「マザーズハローワー
ク」や「新卒応援ハローワーク」
など、様々な専門窓口を開設し、
⽀援を実施しています。

その他（専用窓口）
キャリアコンサルティング

職業能⼒
開発⾏政
（Ｐ16）

① ②

キャリアコンサルティング



少子高齢化が急速に進む中、労働者の仕事
と育児・介護との両⽴は大きな課題です。
男⼥とも育児・介護休業を取得しやすく、

働きながら子育てや介護をしやすい環境が作
られるよう、育児･介護休業制度の周知･徹底、
企業への助成⾦⽀給、好事例集の普及、ファ
ミリー・サポート・センターの設置促進に取
り組んでいます。
また、労働者が仕事と家庭を両⽴するためには、企業の役割も重要です。「次

世代育成⽀援対策推進法」では、労働者の仕事と子育ての両⽴を⽀援するための
⾏動計画を作り、取り組むよう企業に求めており、労働者が101⼈以上の企業に
ついては、計画を策定・公表し労働局へ届け出るよう義務付けています。
また、計画に定めた目標を達成するなど⼀定の基準を満たした企業を「子育て

サポート企業」として認定し、くるみんマーク・プラチナくるみんマークを付与
することにより、企業の次世代育成⽀援対策を推進しています。

｢雇用の分野における男女の均等な機会や待遇の確保」「仕事と育児・介護の両立ができる環境の整備」「パートタイム労働者の待

遇の改善」などへ向けた施策を推進するため、法律の周知、事業主への指導、相談受付、紛争解決援助などの業務を実施していま

す。これらの業務は、労働局の雇用環境・均等部（室）が担当しています。

くるみんマーク

短時間正社員制度の
イメージキャラクター
「ハーモ」と「モニー」

プラチナ
くるみんマーク

えるぼしマーク

④ 職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進

パートタイム労働者は⽇本の経済活動に⽋かせな
い存在ですが、待遇が必ずしも働き・貢献に⾒合っ
ていない場合や、正社員への転換が難しい場合があ
ります。これらを解消するため、パートタイム労働
法によって、正社員との均等・均衡待遇の確保や正
社員への転換を促しています。また、短時間正社員
制度の導⼊の推進や、職務分析・職務評価の普及促
進などを⾏っています。

③ パートタイム労働者の公正な待遇の確保
⑤ 在宅ワークの健全な発展のために

パソコンなどを活⽤し自宅で自営的に仕事を⾏う在宅ワークは、仕事と家庭の
両⽴が可能な柔軟な働き方として広がっています。
在宅ワークを安⼼して⾏うことができるよう、契約をめぐるトラブルを防⽌す

るための「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発や、在
宅ワークに関する情報提供・相談対応を⾏っています。
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（２）雇用均等行政

男⼥雇⽤機会均等法では、募集・採⽤・配置・昇進などについての性差別や妊
娠・出産などを理由とする不利益な取扱いを禁⽌しているほか、企業にセクシュ
アルハラスメント防⽌措置、妊娠・出産等に関するハラスメント防⽌措置や⺟性
健康管理措置を義務付けています。

① 雇用の分野における男女の均等な機会・待遇の確保対策等の推進

② 女性活躍の推進

⼥性の活躍推進が重要な課題になって
いることから、「⼥性活躍推進法」によ
り、労働者が301⼈以上の企業について
は①自社の⼥性の活躍に関する状況把握、
課題分析、②状況把握、課題分析を踏ま
えた⾏動計画の策定、社内周知、公表、③⾏動計画を策定した旨の都道府県労働
局への届出、④⼥性の活躍に関する情報の公表などを義務付け、企業における⼥
性の活躍推進を促進しています。さらに、事業主⾏動計画の策定・届出を⾏った
⼀般事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する状況等が優良な⼀般事業主を認定し、
｢えるぼし｣マークを付与することにより、⼥性の活躍推進を進めています。



（３）労働基準行政
労働者が健康で安心して働ける職場を作り、豊かでゆとりある生活が送れることを目指して、賃金支払いの確保など労働条件の確

保・改善、労働時間対策、労働者の安全と健康の確保、迅速で的確な労災補償などへの取組が重要です。これらの業務は、労働局

の労働基準部、雇用環境・均等部(室)、労働基準監督署が担当しており、うち雇用環境・均等部(室)の業務は以下のとおりです。

① 働き方改革の推進

② ワーク・ライフ・バランスの実現

④ 労働契約法の周知・啓発

近年、職場内での暴⾔等のいじめ⾏為、適正な範囲を超える指導や注意など、
職場のパワーハラスメントが大きな問題となっています。職場のパワーハラスメ
ントは、労働者の尊厳や⼈格を傷つける許されないものです。労働局では、働く
方々が健康で意欲をもって働けるよう、職場のパワーハラスメントの予防・解決
に向けた取組が積極的に進むよう対策を推進しています。

⑤ 個別労働紛争解決援助に関する業務

（４）職業能力開発行政

労働局では、ハロートレーニングの受講あっせんや訓練受講者への就職⽀援等
に関する事務のほか、ハロートレーニングをより⼀層効果的に実施するため、地
域における、（独）高齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構や都道府県をはじめとした
関係機関との密接な連携や、総合的な訓練計画の策定を⾏っています。
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近年、「働き過ぎ」、「過労死」といった働き方についての問題が大きく取り
上げられています。労働局では、⻑時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進の
ため、事業主への助⾔・指導、先進的な取組についての情報発信、連続休暇を取
得しやすい時季における年次有給休暇取得の集中的な広報や、地域のイベント等
に合わせた計画的な年次有給休暇取得の働きかけ等を⾏っています。

仕事は暮らしを⽀え、⽣きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家庭、
近隣との付き合いなどの⽣活も暮らしに⽋かすことができないものです。
「仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と⽣活の

調和のための⾏動指針」を踏まえ、仕事と⽣活の調和の実現に向け、労働時間な
どの⾒直しを推進しています。

解雇や労働条件の引き下げは、労働者の方々の⽣活に大きな影響をもたらしま
す。そのような労使間のトラブルを未然に防⽌するため、労働契約法においては、
労働契約に関する基本的なルールを定めています。労働局では、リーフレットの
配布、企業向けセミナーの実施等を通じて、その内容の周知を図っています。ま
た、特に企業に対して無期転換制度（※）導⼊に係る⽀援等を⾏い、無期転換ル
ールの普及に取り組んでいます。
（※）平成25年４月１⽇以降に開始する有期労働契約が、同⼀の使⽤者との間で更新さ

れて通算５年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換される
ルール 。

③ 職場のパワーハラスメントの予防・解決

⼈事労務管理の個別化や雇⽤形態の変化などに伴い、労働関係についての個々
の労働者と事業主との間の紛争（⺠事上の個別労働紛争）が増加しています。
こうした⺠事上の個別労働紛争の未然防⽌と、職場慣⾏を踏まえた円満・迅速

な解決を図ることを目的として、都道府県労働局では「個別労働関係紛争の解決
の促進に関する法律」に基づき、総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
対応等紛争解決援助サービスを⾏っています。

全ての人が職業能力を高め、能力に適した働き方ができるよう、ハロートレーニング(公的職業訓練)、企業による人材育成の支援、

技能検定等の職業能力評価体制の整備や個人の主体的なキャリア形成など、働く人のスキルアップ支援が重要です。これらを地域

の実情に応じてきめ細やかに実施するため、国の職業能力開発行政の拠点として、労働局の主に訓練課(室)等が業務を担っています。

また、キャリア・プランニングなどに利⽤できるジョブ・カードや、労働者の社
会的な評価の向上や技能習得意欲の増進のための技能検定制度の普及・促進、労働
者のキャリア形成に役⽴てるために利⽤できる助成⾦に関する業務や地域若者サポ
ートステーションにおける若年無業者等への就労⽀援などを⾏っています。



▶ 採⽤手続などに関する問い合わせ先 (担当：総務部総務課⼈事係)は次のとおりです。
労働局名 郵便番号 所在地 電話番号 労働局名 郵便番号 所在地 電話番号

北海道 060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１号 札幌第１合同庁舎 ９Ｆ 011-709-2311(代) 愛 知 460-8507 名古屋市中区三の丸２丁目５番１号 名古屋合同庁舎第２号館 052-972-0264

宮 城 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番地 仙台第４合同庁舎 022-299-8833(代) 大 阪 540-8527 大阪市中央区大手前４丁目１番６７号 大阪合同庁舎第２号館８F 06-6949-6482

埼 玉 330-6016
さいたま市中央区新都心１１番地２
明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー16F

048-600-6200 広 島 730-8538 広島市中区上八丁堀６番３０号 広島合同庁舎２号館５F 082-221-9241

東 京 102-8305 千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎14Ｆ 03-3512-1600 香 川 760-0019 高松市サンポート３番３３号高松サンポート合同庁舎３Ｆ 087-811-8915

新 潟 950-8625 新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館 025-288-3500 福 岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号 福岡合同庁舎新館５Ｆ 092-411-4741

▶ 上記以外の労働局は次のとおりです。なお、次の労働局でも問い合わせを受け付けています（担当：総務部総務課⼈事係）。
労働局名 郵便番号 所在地 電話番号 労働局名 郵便番号 所在地 電話番号

青 森 030-8558 青森市新町２丁目４番２５号 青森合同庁舎 017-734-4111 京 都 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１ 075-241-3211

岩 手 020-8522 盛岡市盛岡駅西通１丁目９番１５号 盛岡第２合同庁舎５Ｆ 019-604-3001 兵 庫 650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 神戸クリスタルタワー１４F 078-367-9000

秋 田 010-0951 秋田市山王７丁目１番３号 秋田合同庁舎４Ｆ 018-862-6681 奈 良 630-8570 奈良市法蓮町３８７番地 奈良第３地方合同庁舎 0742-32-0201

山 形 990-8567 山形市香澄町３丁目２番１号 山交ビル３Ｆ 023-624-8221 和歌山 640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎 073-488-1100

福 島 960-8021 福島市霞町１番４６号 福島合同庁舎５F 024-536-4617 鳥 取 680-8522 鳥取市富安２丁目８９番地９ 0857-29-1700

茨 城 310-8511 水戸市宮町１丁目８番３１号 茨城労働総合庁舎 029-224-6211 島 根 690-0841 松江市向島町１３４番１０号 松江地方合同庁舎５Ｆ 0852-20-7005

栃 木 320-0845 宇都宮市明保野町１番４号 宇都宮第２地方合同庁舎 028-634-9110 岡 山 700-8611 岡山市北区下石井１丁目４番１号 岡山第２合同庁舎 086-225-2011

群 馬 371-8567 前橋市大手町２丁目３番１号 前橋地方合同庁舎９Ｆ 027-896-4732 山 口 753-8510 山口市中河原町６番１６号 山口地方合同庁舎２号館 083-995-0360

千 葉 260-8612 千葉市中央区中央４丁目１１番１号 千葉第２地方合同庁舎 043-221-4311 徳 島 770-0851 徳島市徳島町城内６番地６ 徳島地方合同庁舎 088-652-9141

神奈川 231-8434 横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎8F 045-211-7350 愛 媛 790-8538 松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎６Ｆ 089-935-5200

富 山 930-8509 富山市神通本町１丁目５番５号 富山労働総合庁舎 076-432-2727 高 知 780-8548 高知市南金田１番３９号 088-885-6021

石 川 920-0024 金沢市西念３丁目４番１号 金沢駅西合同庁舎 076-265-4420 佐 賀 840-0801 佐賀市駅前中央３丁目３番２０号 佐賀第２合同庁舎４Ｆ 0952-32-7155

福 井 910-8559 福井市春山１丁目１番５４号 福井春山合同庁舎 0776-22-2655 長 崎 850-0033 長崎市万才町７－１ 住友生命長崎ビル３Ｆ 095-801-0020

山 梨 400-8577 甲府市丸の内１丁目１番１１号 055-225-2850 熊 本 860-8514 熊本市西区春日２－１０－１ 熊本地方合同庁舎A棟９Ｆ 096-211-1701

長 野 380-8572 長野市中御所１丁目２２番１号 026-223-0550 大 分 870-0037 大分市東春日町１７番２０号 大分第２ソフィアプラザビル３F 097-536-3211

岐 阜 500-8723 岐阜市金竜町５丁目１３番地 岐阜合同庁舎３F 058-245-8101 宮 崎 880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番２２号 宮崎合同庁舎 0985-38-8820

静 岡 420-8639 静岡市葵区追手町９番５０号 静岡地方合同庁舎３Ｆ 054-254-6317 鹿児島 892-8535 鹿児島市山下町１３番２１号 鹿児島合同庁舎２Ｆ 099-223-8275

三 重 514-8524 津市島崎町３２７番２号 津第２地方合同庁舎 059-226-2105 沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎４Ｆ 098-868-4003

滋 賀 520-0057 大津市御幸町６番６号 077-522-6647
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【 採用に関する問い合わせ先 】



ひと、くらし、みらいのために


